
釜石市国土強靱化地域計画　個別事業一覧 資料
事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

個別施策分野　：　Ⅰ　行政機能・情報通信・防災教育

消火栓整備事業 消防課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

防火水槽整備事業 消防課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

避難場所、避難所の指定、整備 Ⅰ　リスクコミュニケーション

釜石市公営住宅解体事業 都市計画課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

職員住宅解体事業 総務課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

旧小川小学校解体事業 財政課管財係 R8 Ⅱ　老朽化対策

旧橋野小中学校解体事業 財政課管財係 R9～10 Ⅱ　老朽化対策

旧ふれあい交流センター清風園解体事業 地域包括ケア推進課 R10～11 Ⅱ　老朽化対策

消防団車両等購入事業 消防課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

消防屯所・コミュニティ消防センター整備事業 消防課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

消防車両等購入事業
釜石大槌地区行政事務組合
消防本部　総務課

R8～12 Ⅱ　老朽化対策

いわて消防指令センター・消防救急デ
ジタル無線の更新整備及び維持管理

いわて消防指令センター・消防救急デジタル無線更
新整備事業

釜石大槌地区行政事務組合
消防本部　総務課

R8～12 Ⅱ　老朽化対策

避難行動の支援 避難行動要支援者避難支援対策事業 地域福祉課 R8～12 Ⅲ　人口減少・少子高齢化対策

消防団等活動運営費 消防課 R8～12 Ⅴ　官民連携

幼少年消防クラブ活動運営費 消防課 R8～12 Ⅴ　官民連携

消防車両等維持管理費 消防課 R8～12 Ⅴ　官民連携

消防屯所等維持管理費 消防課 R8～12 Ⅴ　官民連携

防潮堤、海岸施設等の長寿命化 Ⅱ　老朽化対策

ハザードマップの作成、周知 洪水、土砂災害ハザードマップ作成事業 防災危機管理課 R8～12 Ⅳ　人材育成

再掲 避難場所、避難所の指定、整備 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 避難行動の支援 避難行動要支援者避難支援対策事業 地域福祉課 R8～12 Ⅲ　人口減少・少子高齢化対策

１－１　地震等による
建築物等の大規模倒
壊や火災による死傷
者の発生（二次災害を
含む）

防火対策

公共施設等の適切な維持管理

消防防災設備・施設の整備

消防団等の災害対応力強化

１　直接死を最大
限防ぐ

１－２　大規模津波等
による多数の死傷者
の発生
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

再掲 避難場所、避難所の指定、整備 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 避難行動の支援 Ⅲ　人口減少・少子高齢化対策

再掲 ハザードマップの作成、周知 洪水、土砂災害ハザードマップ作成事業 防災危機管理課 R8～12 Ⅳ　人材育成

再掲 避難場所、避難所の指定、整備 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 避難行動の支援 Ⅲ　人口減少・少子高齢化対策

再掲 ハザードマップの作成、周知 洪水、土砂災害ハザードマップ作成事業 防災危機管理課 R8～12 Ⅳ　人材育成

災害に備えた情報通信設備の整備 Ⅱ　老朽化対策

防災教育の実施・推進及び地域防災
力の強化

防災士養成研修講座事業 防災危機管理課 R8～12 Ⅳ　人材育成

防災訓練の実施・推進 Ⅳ　人材育成

災害発生時における市民等への情報
伝達手段の強化

防災関連システム移設事業 防災危機管理課 Ⅴ　官民連携

情報通信利用環境の整備及び冗長化 防災行政無線整備事業 防災危機管理課 R8～12 Ⅴ　官民連携

情報連絡体制の強化 Ⅴ　官民連携

再掲 避難場所、避難所の指定、整備 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 避難行動の支援 Ⅲ　人口減少・少子高齢化対策

再掲 ハザードマップの作成、周知 洪水、土砂災害ハザードマップ作成事業 防災危機管理課 R8～12 Ⅳ　人材育成

住民等への備蓄の啓発 Ⅳ　人材育成

食料・燃料、資機材の確保 Ⅴ　官民連携

ライフラインの災害対応力強化 Ⅴ　官民連携

緊急離着陸場などの整備 Ⅰ　リスクコミュニケーション

消防受援体制の強化 Ⅰ　リスクコミュニケーション

広域連携体制の確保 Ⅴ　官民連携

非常用発電機の装備 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲
いわて消防指令センター・消防救急デ
ジタル無線の更新整備及び維持管理

いわて消防指令センター・消防救急デジタル無線更
新整備事業

釜石大槌地区行政事務組合
消防本部　総務課

R8～12 Ⅱ　老朽化対策

２－１　被災地での食
料・飲料水等、生命に
関わる物資供給の長
期停止

２－２　多数かつ長期
にわたる孤立集落等
の同時発生

２　救助・救急、
医療活動等が迅
速に行われるとと
もに、被災者等の
健康・避難生活
環境を確実に確
保することによ
り、関連死を最大
限防ぐ

２－３　自衛隊、警察、消
防等の被災・エネルギー
途絶等による救助・救急
活動の絶対的不足

１－３　異常気象等に
よる広域かつ長期的な
市街地等の浸水

１－４　大規模な土砂
災害等による多数の
死傷者の発生

１－５　情報伝達の不
備・麻痺・長期停止等
の情報伝達機能の低
下や防災意識の低さ
等による避難行動の
遅れ等での多数の死
傷者の発生

１　直接死を最大
限防ぐ
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

再掲 消防団等活動運営費 消防課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 幼少年消防クラブ活動運営費 消防課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 消防車両等維持管理費 消防課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 消防屯所等維持管理費 消防課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 情報連絡体制の強化 Ⅴ　官民連携

再掲 食料・燃料、資機材の確保 Ⅴ　官民連携

再掲 ライフラインの災害対応力強化 Ⅴ　官民連携

再掲 緊急離着陸場などの整備 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 消防受援体制の強化 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 広域連携体制の確保 Ⅴ　官民連携

業務継続体制の整備 Ⅴ　官民連携

再掲 情報連絡体制の強化 Ⅴ　官民連携

再掲 食料・燃料、資機材の確保 Ⅴ　官民連携

再掲 ライフラインの災害対応力強化 Ⅴ　官民連携

再掲 緊急離着陸場などの整備 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 広域連携体制の確保 Ⅴ　官民連携

再掲 非常用発電機の装備 Ⅰ　リスクコミュニケーション

感染症対策の実施 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 食料・燃料、資機材の確保 Ⅴ　官民連携

災害対策本部機能の維持、強化 防災関連システム移設事業 防災危機管理課 R8 Ⅰ　リスクコミュニケーション

行政データの保全 市役所電子化推進事業 総務課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

行政機能維持のための庁舎機能等の
強化

Ⅰ　リスクコミュニケーション

業務継続計画の策定と見直しの継続 Ⅴ　官民連携

消防団等の災害対応力強化

２－４　医療・福祉施設
及び関係者の絶対的
不足・被災、支援ルー
トの途絶による医療・
福祉機能等の麻痺

２－５　被災地におけ
る感染症等の大規模
発生

３－１　行政機関の職
員・施設等の被災によ
る行政機能の大幅な
低下

３　必要不可欠な
行政機能を確保
する

２　救助・救急、
医療活動等が迅
速に行われるとと
もに、被災者等の
健康・避難生活
環境を確実に確
保することによ
り、関連死を最大
限防ぐ

２－３　自衛隊、警察、
消防等の被災・エネル
ギー途絶等による救
助・救急活動の絶対的
不足
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

再掲 釜石市公営住宅解体事業（8棟） 都市計画課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

再掲 職員住宅解体事業 総務課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

再掲 旧橋野小中学校解体事業 財政課管財係 R9～10 Ⅱ　老朽化対策

再掲 旧ふれあい交流センター清風園解体事業 地域包括ケア推進課 R10～11 Ⅱ　老朽化対策

再掲 災害に備えた情報通信設備の整備 Ⅱ　老朽化対策

再掲 情報通信利用環境の整備及び冗長化 防災行政無線整備事業 防災危機管理課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 情報連絡体制の強化 Ⅴ　官民連携

再掲 広域連携体制の確保 Ⅴ　官民連携

風評被害の防止 Ⅴ　官民連携

再掲 業務継続体制の整備 Ⅴ　官民連携

５－１　情報通信機能
の長期停止

情報通信利用環境の整備 Ⅰ　リスクコミュニケーション

ライフライン復旧体制の強化

再掲 ライフラインの災害対応力強化 Ⅴ　官民連携

再掲 非常用発電機の装備 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 ライフラインの災害対応力強化 Ⅴ　官民連携

再掲 ライフライン復旧体制の強化 Ⅴ　官民連携

６－１　災害廃棄物等の
処理の停滞により復旧・
復興が大幅に遅れる事
態

海岸漂着物等の処理 Ⅰ　リスクコミュニケーション

復旧、復興計画等策定の事前準備 Ⅰ　リスクコミュニケーション

ボランティア受入れ体制の整備 Ⅴ　官民連携

受援体制の整備 Ⅴ　官民連携

歴史はっけん事業 文化財課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

橋野高炉跡整備事業 文化財課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

屋形貝塚保存活用事業 文化財課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

文化財保護事業 文化財課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

３　必要不可欠な
行政機能を確保
する

３－１　行政機関の職
員・施設等の被災によ
る行政機能の大幅な
低下

文化財の保存と活用

５　情報通信サー
ビス、電力等ライ
フライン、燃料供
給関連施設、交
通ネットワーク等
の被害を最小限
にとどめるととも
に、早期に復旧さ
せる

公共施設等の適切な維持管理

４　経済活動を機
能不全に陥らせ
ない

４－１　サプライチェー
ンの寸断等による企業
活動等の停滞

５－２　電気・石油・ガ
ス等のエネルギー供給
機能の長期停止

５－３　上下水道等の
長時間にわたる供給
停止

６－２　復旧・復興を担
う人材の絶対的不足に
より復旧・復興が大幅
に遅れる事態

６－３　地域コミュニ
ティの崩壊等により復
旧・復興が大幅に遅れ
る事態

６　社会・経済が
迅速かつ従前よ
り強靱な姿で復
興できる条件を
整備する
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

社会秩序の維持 Ⅴ　官民連携

再掲 復旧、復興計画等策定の事前準備 Ⅰ　リスクコミュニケーション

個別施策分野　：　Ⅱ　住宅・都市

都市計画マスタープラン策定事業 都市計画課 R8～9 Ⅰ　リスクコミュニケーション

都市公園等復旧整備事業 都市計画課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

釜石市公園長寿命化対策支援事業 都市計画課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

緑の基本計画策定事業 都市計画課 R9～10 Ⅰ　リスクコミュニケーション

立地適正化計画策定事業 都市計画課 R8～9 Ⅰ　リスクコミュニケーション

無電柱化の推進 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

木造住宅耐震支援事業 都市計画課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

新庁舎建設事業 新市庁舎建設推進室 R8 Ⅱ　老朽化対策

再掲 釜石市公営住宅等長寿命化事業 都市計画課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

新庁舎周辺道路整備事業 新市庁舎建設推進室 R8 Ⅱ　老朽化対策

釜石高等職業訓練校改修事業 商工観光課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

学校環境整備事業 教育委員会総務課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

避難場所、避難所の指定、整備 学校空調整備事業 教育委員会総務課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

住宅安全安心リフォーム工事助成事業 都市計画課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 都市計画課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

釜石斎場運営経費（火葬炉・施設・設備改修工事） 生活環境課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

空家等対策推進事業 生活環境課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

空き家活用推進事業
オープンシティ・プロモー
ション室

R8～12 Ⅲ　人口減少・少子高齢化対策

市街地整備

住宅、学校等建築物の耐震化

公共施設等の耐震化、老朽化対策

公共施設等の耐震化、老朽化対策

１－１　地震等による
建築物等の大規模倒
壊や火災による死傷
者の発生（二次災害を
含む）

１　直接死を最大
限防ぐ

空家等対策

６－３　地域コミュニ
ティの崩壊等により復
旧・復興が大幅に遅れ
る事態

６　社会・経済が
迅速かつ従前よ
り強靱な姿で復
興できる条件を
整備する
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

再掲 都市計画マスタープラン策定事業 都市計画課 R8～9 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 都市公園等復旧整備事業 都市計画課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 釜石市公園長寿命化対策支援事業 都市計画課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 緑の基本計画策定事業 都市計画課 R9～10 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 立地適正化計画策定事業 都市計画課 R8～9 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 都市計画マスタープラン策定事業 都市計画課 R8～9 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 都市公園等復旧整備事業 都市計画課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 釜石市公園長寿命化対策支援事業 都市計画課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 都市計画マスタープラン策定事業 都市計画課 R8～9 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 都市公園等復旧整備事業 都市計画課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 釜石市公園長寿命化対策支援事業 都市計画課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

１－５　情報伝達の不備・麻
痺・長期停止等の情報伝達
機能の低下や防災意識の
低さ等による避難行動の遅
れ等での多数の死傷者の
発生

地域コミュニティ力の強化 Ⅲ　人口減少・少子高齢化対策

車両購入費 水道事業所 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

水道管更新事業 水道事業所 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

水道施設更新事業 水道事業所 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

水道施設台帳整備事業 水道事業所 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

災害復旧整備事業 水道事業所 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

公共下水道事業（ポンプ場改築更新） 大平下水処理センター R8～12 Ⅱ　老朽化対策

公共下水道事業（処理場改築更新） 大平下水処理センター R8～12 Ⅱ　老朽化対策

公共下水道事業（ストックマネジメント、耐水化計
画）

下水道課
大平下水処理センター

R8～12 Ⅱ　老朽化対策

公共下水道事業（汚水管改築更新） 下水道課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

公共下水道事業(雨水管改築更新・浸水対策) 下水道課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

応急給水の確保に係る連携体制の整備 Ⅴ　官民連携

市街地整備

１－３　異常気象等に
よる広域かつ長期的な
市街地等の浸水

市街地整備

１－４　大規模な土砂
災害等による多数の
死傷者の発生

市街地整備

１　直接死を最大
限防ぐ

２　救助・救急、
医療活動等が迅
速に行われるとと
もに、被災者等の
健康・避難生活
環境を確実に確
保することによ
り、関連死を最大
限防ぐ

２－１　被災地での食
料・飲料水等、生命に
関わる物資供給の長
期停止

上下水道施設の老朽化対策及び防災
機能の強化

１－２　大規模津波等
による多数の死傷者
の発生
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

２　救助・救急、
医療活動等が迅
速に行われるとと
もに、被災者等の
健康・避難生活
環境を確実に確
保することによ
り、関連死を最大
限防ぐ

２－２　多数かつ長期
にわたる孤立集落等
の同時発生

公園施設の長寿命化の推進 Ⅱ　老朽化対策

上下水道の復旧体制の強化 Ⅴ　官民連携

再掲 車両購入費 水道事業所 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

再掲 水道管更新事業 水道事業所 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

再掲 水道施設更新事業 水道事業所 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

再掲 水道施設台帳整備事業 水道事業所 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

再掲 災害復旧整備事業 水道事業所 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

再掲 公共下水道事業（ポンプ場改築更新） 大平下水処理センター R8～12 Ⅱ　老朽化対策

再掲 公共下水道事業（処理場改築更新） 大平下水処理センター R8～12 Ⅱ　老朽化対策

再掲
公共下水道事業（ストックマネジメント、耐水化計
画）

下水道課
大平下水処理センター

R8～12 Ⅱ　老朽化対策

再掲 公共下水道事業（汚水管改築更新） 下水道課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

再掲 公共下水道事業(雨水管改築更新・浸水対策) 下水道課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

再掲
応急給水の確保に係る連携体制の整
備

Ⅴ　官民連携

６　社会・経済が
迅速かつ従前よ
り強靱な姿で復
興できる条件を
整備する

６－３　地域コミュニティ
の崩壊等により復旧・復
興が大幅に遅れる事態

再掲 地域コミュニティ力の強化 Ⅲ　人口減少・少子高齢化対策

個別施策分野　：　Ⅲ　保健医療・福祉

１　直接死を最大
限防ぐ

１－１　地震等による建
築物等の大規模倒壊や
火災による死傷者の発
生（二次災害を含む）

病院・社会福祉施設等の耐震化 保育施設改修補助事業 こども家庭課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

５　情報通信サー
ビス、電力等ライ
フライン、燃料供
給関連施設、交
通ネットワーク等
の被害を最小限
にとどめるととも
に、早期に復旧さ
せる

５－３　上下水道等の
長時間にわたる供給
停止

上下水道施設の老朽化対策及び防災
機能の強化
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

地域医療体制維持支援事業 健康推進課 R8～12 Ⅴ　官民連携

救急医療対策事業 健康推進課 R8～12 Ⅴ　官民連携

医師確保対策事業 健康推進課 R8～12 Ⅴ　官民連携

医療・福祉等人材確保対策事業 健康推進課 R8～12 Ⅴ　官民連携

地域医療DX推進事業 健康推進課 R8～12 Ⅵ　デジタル活用

医師志望学生等応援事業 健康推進課 R8～12 Ⅴ　官民連携

在宅医療・介護連携推進事業 地域包括ケア推進課 R8～12 Ⅴ　官民連携

地域ケア会議推進事業 地域包括ケア推進課 R8～12 Ⅴ　官民連携

外国人への支援 Ⅴ　官民連携

再掲 病院・社会福祉施設等の耐震化 保育施設改修補助事業 こども家庭課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

感染症発生予防対策 予防接種事業 健康推進課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

災害発生時における感染症拡大防止
対策

Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 地域医療体制維持支援事業 健康推進課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 救急医療対策事業 健康推進課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 医師確保対策事業 健康推進課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 医療・福祉等人材確保対策事業 健康推進課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 地域医療DX推進事業 健康推進課 R8～12 Ⅵ　デジタル活用

再掲 医師志望学生等応援事業 健康推進課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 在宅医療・介護連携推進事業 地域包括ケア推進課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 地域ケア会議推進事業 地域包括ケア推進課 R8～12 Ⅴ　官民連携

医療体制の強化

医療、保健、福祉の連携強化
２　救助・救急、
医療活動等が迅
速に行われるとと
もに、被災者等の
健康・避難生活
環境を確実に確
保することによ
り、関連死を最大
限防ぐ

２－４　医療・福祉施設
及び関係者の絶対的
不足・被災、支援ルー
トの途絶による医療・
福祉機能等の麻痺

２－５　被災地におけ
る感染症等の大規模
発生

医療体制の強化

医療、保健、福祉の連携強化
６－３　地域コミュニティ
の崩壊等により復旧・復
興が大幅に遅れる事態

６　社会・経済が
迅速かつ従前よ
り強靱な姿で復
興できる条件を
整備する
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

個別施策分野　：　Ⅳ　産業

２－１　被災地での食料・
飲料水等、生命に関わる
物資供給の長期停止

物資の輸送機能の維持、確保 釜石港振興事業 企業立地港湾課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再生可能エネルギーの導入促進
再生可能エネルギー推進事業、脱炭素先行地域づ
くり事業

企業立地港湾課 R8～11 Ⅴ　官民連携

エネルギー供給体制の強化 Ⅴ　官民連携

エネルギー供給事業者の業務継続計
画策定の普及、啓発

Ⅴ　官民連携

エネルギー供給事業者との連携 Ⅴ　官民連携

企業の業務継続計画策定の普及、啓
発

Ⅴ　官民連携

被災企業等への支援 Ⅴ　官民連携

生産基盤の災害対応力の強化 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 物資の輸送機能の維持、確保 釜石港振興事業 企業立地港湾課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 再生可能エネルギーの導入促進
再生可能エネルギー推進事業、脱炭素先行地域づ
くり事業

企業立地港湾課 R8～11 Ⅴ　官民連携

さかなのまち活性化事業 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

漁業就業者育成支援事業 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

いわてニューファーマー支援事業 水産農林課 R8～10 Ⅴ　官民連携

釜石型農業活性化事業 水産農林課 R8 Ⅴ　官民連携

再掲 物資の輸送機能の維持、確保 釜石港振興事業 企業立地港湾課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 被災企業等への支援 Ⅴ　官民連携

再掲 生産基盤の災害対応力の強化 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 さかなのまち活性化事業 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 漁業就業者育成支援事業 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 いわてニューファーマー支援事業 水産農林課 R8～10 Ⅴ　官民連携

再掲 釜石型農業活性化事業 水産農林課 R8 Ⅴ　官民連携

２－３　自衛隊、警察、
消防等の被災・エネル
ギー途絶等による救
助・救急活動の絶対的
不足

４－１　サプライチェー
ンの寸断等による企業
活動等の停滞

４－２　食料等の安定
供給の停滞

農林水産業者への支援

農林水産業者への支援
４－３　農地・森林等の
荒廃による被害の拡
大

２　救助・救急、
医療活動等が迅
速に行われるとと
もに、被災者等の
健康・避難生活
環境を確実に確
保することによ
り、関連死を最大
限防ぐ

４　経済活動を機
能不全に陥らせ
ない
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

再掲 再生可能エネルギーの導入促進
再生可能エネルギー推進事業、脱炭素先行地域づ
くり事業

企業立地港湾課 R8～11 Ⅴ　官民連携

再掲 エネルギー供給体制の強化 Ⅴ　官民連携

再掲
エネルギー供給事業者の業務継続計
画策定の普及、啓発

Ⅴ　官民連携

再掲 エネルギー供給事業者との連携 Ⅴ　官民連携

再掲
企業の業務継続計画策定の普及、啓
発

Ⅴ　官民連携

再掲 被災企業等への支援 Ⅴ　官民連携

再掲 企業の業務継続計画策定の普及、啓発 Ⅴ　官民連携

再掲 被災企業等への支援 Ⅴ　官民連携

再掲 物資の輸送機能の維持、確保 釜石港振興事業 企業立地港湾課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 企業の業務継続計画策定の普及、啓発 Ⅴ　官民連携

再掲 被災企業等への支援 Ⅴ　官民連携

復旧、復興を担う人材等の育成 Ⅴ　官民連携

再掲 企業の業務継続計画策定の普及、啓発 Ⅴ　官民連携

再掲 被災企業等への支援 Ⅴ　官民連携

再掲 生産基盤の災害対応力の強化 Ⅰ　リスクコミュニケーション

個別施策分野　：　Ⅴ　国土保全・交通

用地対策事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

道路新設改良事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

橋りょう改修、補強事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

道路新設改良事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

危険物施設の流出防止対策 Ⅰ　リスクコミュニケーション

道路施設の長寿命化の推進 橋梁の維持管理 建設課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

津波避難路の整備 Ⅰ　リスクコミュニケーション

漁港施設の機能保全、強化、増進 県営漁港整備負担金 水産農林課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

６－２　復旧・復興を担
う人材の絶対的不足に
より復旧・復興が大幅
に遅れる事態

災害に強く信頼性の高い道路ネット
ワークの構築

１－１　地震等による
建築物等の大規模倒
壊や火災による死傷
者の発生（二次災害を
含む）

５－２　電気・石油・ガ
ス等のエネルギー供給
機能の長期停止

５－３　上下水道等の
長時間にわたる供給
停止

５－４　市外との基幹
交通及び地域交通ネッ
トワークの機能停止

１－２　大規模津波等
による多数の死傷者
の発生

１　直接死を最大
限防ぐ

６　社会・経済が
迅速かつ従前よ
り強靱な姿で復
興できる条件を
整備する

５　情報通信サー
ビス、電力等ライ
フライン、燃料供
給関連施設、交
通ネットワーク等
の被害を最小限
にとどめるととも
に、早期に復旧さ
せる
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

地震、津波、高潮等に備えた釜石港の
耐震強化岸壁整備

Ⅰ　リスクコミュニケーション

毒物及び劇物流出時の応急措置実施 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 用地対策事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 橋りょう改修、補強事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 危険物施設の流出防止対策 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路施設の長寿命化の推進 橋梁の維持管理 建設課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

河川改良事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

河川安全対策事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

内水危険箇所の対策 Ⅰ　リスクコミュニケーション

治山事業の推進 林道等維持補修費 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

林業用施設長寿命化事業 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

森林病害虫等防除緊急対策事業 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

森林経営管理事業 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

自動車専用道路管理費 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

林道等維持補修費 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 用地対策事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 橋りょう改修、補強事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 危険物施設の流出防止対策 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路施設の長寿命化の推進 橋梁の維持管理 建設課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

再掲 毒物及び劇物流出時の応急措置実施 Ⅰ　リスクコミュニケーション

災害に強く信頼性の高い道路ネット
ワークの構築

１－３　異常気象等に
よる広域かつ長期的な
市街地等の浸水

河川改修等の治水対策

適切な森林整備の推進

森林等の荒廃抑制

災害に強く信頼性の高い道路ネット
ワークの構築

１　直接死を最大
限防ぐ

１－２　大規模津波等
による多数の死傷者
の発生
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

災害防除事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

宅地安全促進事業 都市計画課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

急傾斜地崩壊対策事業負担金 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 都市計画課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 用地対策事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 橋りょう改修、補強事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 危険物施設の流出防止対策 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路施設の長寿命化の推進 橋梁の維持管理 建設課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

再掲 毒物及び劇物流出時の応急措置実施 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 治山事業の推進 林道等維持補修費 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 林業用施設長寿命化事業 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 森林病害虫等防除緊急対策事業 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 森林経営管理事業 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 自動車専用道路管理費 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 林道等維持補修費 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

２－１　被災地での食料・
飲料水等、生命に関わる
物資供給の長期停止

再掲
地震、津波、高潮等に備えた釜石港の
耐震強化岸壁整備

Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 用地対策事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 橋りょう改修、補強事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路施設の長寿命化の推進 橋梁の維持管理 建設課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

土砂災害対策施設等の整備、改修

土砂災害危険箇所等の周知、解消

災害に強く信頼性の高い道路ネット
ワークの構築

適切な森林整備の推進

森林等の荒廃抑制

２－２　多数かつ長期
にわたる孤立集落等
の同時発生

災害に強く信頼性の高い道路ネット
ワークの構築

１　直接死を最大
限防ぐ

１－４　大規模な土砂
災害等による多数の
死傷者の発生

２　救助・救急、
医療活動等が迅
速に行われるとと
もに、被災者等の
健康・避難生活
環境を確実に確
保することによ
り、関連死を最大
限防ぐ

12



事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

再掲 用地対策事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 橋りょう改修、補強事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路施設の長寿命化の推進 橋梁の維持管理 建設課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

再掲
地震、津波、高潮等に備えた釜石港の
耐震強化岸壁整備

Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 用地対策事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 橋りょう改修、補強事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路施設の長寿命化の推進 橋梁の維持管理 建設課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

再掲
地震、津波、高潮等に備えた釜石港の
耐震強化岸壁整備

Ⅰ　リスクコミュニケーション

港湾、漁港の耐震・耐津波強化、長寿
命化

Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 用地対策事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 橋りょう改修、補強事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路施設の長寿命化の推進 橋梁の維持管理 建設課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

再掲 漁港施設の機能保全、強化、増進 県営漁港整備負担金 水産農林課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲
地震、津波、高潮等に備えた釜石港の
耐震強化岸壁整備

Ⅰ　リスクコミュニケーション

４－１　サプライチェー
ンの寸断等による企業
活動等の停滞

災害に強く信頼性の高い道路ネット
ワークの構築

２－３　自衛隊、警察、
消防等の被災・エネル
ギー途絶等による救
助・救急活動の絶対的
不足

災害に強く信頼性の高い道路ネット
ワークの構築

２－４　医療・福祉施設
及び関係者の絶対的
不足・被災、支援ルー
トの途絶による医療・
福祉機能等の麻痺

災害に強く信頼性の高い道路ネット
ワークの構築

２　救助・救急、
医療活動等が迅
速に行われるとと
もに、被災者等の
健康・避難生活
環境を確実に確
保することによ
り、関連死を最大
限防ぐ

４　経済活動を機
能不全に陥らせ
ない
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

再掲 用地対策事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 橋りょう改修、補強事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路施設の長寿命化の推進 橋梁の維持管理 建設課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

再掲 漁港施設の機能保全、強化、増進 県営漁港整備負担金 水産農林課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲
地震、津波、高潮等に備えた釜石港の
耐震強化岸壁整備

Ⅰ　リスクコミュニケーション

農地浸食防止対策の推進 農道・農業用施設等維持補修費 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

釜石市農畜産業振興総合支援事業 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

観光農園設置事業 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

市民農園設置事業 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 治山事業の推進 林道等維持補修費 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 林業用施設長寿命化事業 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 森林病害虫等防除緊急対策事業 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 森林経営管理事業 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 自動車専用道路管理費 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 令和元年台風検証事業 水産農林課 R8～12 Ⅴ　官民連携

地域公共交通対策経費 生活環境課 R8～12 Ⅴ　官民連携

支線部バス運行事業 生活環境課 R8～12 Ⅴ　官民連携

三陸鉄道運営支援事業 生活環境課 R8～12 Ⅴ　官民連携

道路警戒体制の整備 Ⅴ　官民連携

海上輸送体制の強化 Ⅴ　官民連携

４－３　農地・森林等の
荒廃による被害の拡
大

農地の荒廃抑制

適切な森林整備の推進

森林等の荒廃抑制

４－２　食料等の安定
供給の停滞

災害に強く信頼性の高い道路ネット
ワークの構築

基幹的な交通ルートの確保

４　経済活動を機
能不全に陥らせ
ない

５－４　市外との基幹
交通及び地域交通ネッ
トワークの機能停止

５　情報通信サー
ビス、電力等ライ
フライン、燃料供
給関連施設、交
通ネットワーク等
の被害を最小限
にとどめるととも
に、早期に復旧さ
せる
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

災害発生時の公共交通ネットワークの
確保

Ⅴ　官民連携

再掲 用地対策事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 橋りょう改修、補強事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 道路施設の長寿命化の推進 橋梁の維持管理 建設課 R8～12 Ⅱ　老朽化対策

再掲
地震、津波、高潮等に備えた釜石港の
耐震強化岸壁整備

Ⅰ　リスクコミュニケーション

アスベスト粉じんばく露防止対策 Ⅰ　リスクコミュニケーション

資源分別作業所維持管理（ホイールローダ購入費） 生活環境課 R8～12 Ⅴ　官民連携

リサイクル推進事業（塵芥車購入） 生活環境課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 危険物施設の流出防止対策 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 毒物及び劇物流出時の応急措置実施 Ⅰ　リスクコミュニケーション

地籍調査の実施 地籍調査事業 国土調査推進室 R8～12 Ⅰ　リスクコミュニケーション

再掲 地域公共交通対策経費 生活環境課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 支線部バス運行事業 生活環境課 R8～12 Ⅴ　官民連携

再掲 三陸鉄道運営支援事業 生活環境課 R8～12 Ⅴ　官民連携

横断的分野　：　Ⅰ　リスクコミュニケーション

消火栓整備事業 消防課 R8～12

防火水槽整備事業 消防課 R8～12

避難場所、避難所の指定、整備

災害に強く信頼性の高い道路ネット
ワークの構築

災害廃棄物の処理体制の整備

６－３　地域コミュニティ
の崩壊等により復旧・復
興が大幅に遅れる事態 基幹的な交通ルートの確保

防火対策
１－１　地震等による
建築物等の大規模倒
壊や火災による死傷
者の発生（二次災害を
含む）

１　直接死を最大
限防ぐ

５－４　市外との基幹
交通及び地域交通ネッ
トワークの機能停止

５　情報通信サー
ビス、電力等ライ
フライン、燃料供
給関連施設、交
通ネットワーク等
の被害を最小限
にとどめるととも
に、早期に復旧さ
せる

６　社会・経済が
迅速かつ従前よ
り強靱な姿で復
興できる条件を
整備する

６－１　災害廃棄物等
の処理の停滞により復
旧・復興が大幅に遅れ
る事態
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

都市計画マスタープラン策定事業 都市計画課 R8～9

都市公園等復旧整備事業 都市計画課 R8～12

釜石市公園長寿命化対策支援事業 都市計画課 R8～12

無電柱化の推進 建設課 R8～12

用地対策事業 建設課 R8～12

道路新設改良事業 建設課 R8～12

橋りょう改修、補強事業 建設課 R8～12

道路新設改良事業 建設課 R8～12

危険物施設の流出防止対策

津波避難路の整備

漁港施設の機能保全、強化、増進 県営漁港整備負担金 水産農林課 R8～12

地震、津波、高潮等に備えた釜石港の
耐震強化岸壁整備

毒物及び劇物流出時の応急措置実施

再掲 避難場所、避難所の指定、整備

再掲 都市計画マスタープラン策定事業 都市計画課 R8～9

再掲 都市公園等復旧整備事業 都市計画課 R8～12

再掲 釜石市公園長寿命化対策支援事業 都市計画課 R8～12

再掲 用地対策事業 建設課 R8～12

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12

再掲 橋りょう改修、補強事業 建設課 R8～12

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12

再掲 危険物施設の流出防止対策

市街地整備

災害に強く信頼性の高い道路ネット
ワークの構築

１　直接死を最大
限防ぐ

市街地整備

災害に強く信頼性の高い道路ネット
ワークの構築

１－２　大規模津波等
による多数の死傷者
の発生

１－１　地震等による
建築物等の大規模倒
壊や火災による死傷
者の発生（二次災害を
含む）
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

河川改良事業 建設課 R8～12

河川安全対策事業 建設課 R8～12

内水危険箇所の対策

再掲 避難場所、避難所の指定、整備

再掲 都市計画マスタープラン策定事業 都市計画課 R8～9

再掲 都市公園等復旧整備事業 都市計画課 R8～12

再掲 釜石市公園長寿命化対策支援事業 都市計画課 R8～12

再掲 用地対策事業 建設課 R8～12

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12

再掲 橋りょう改修、補強事業 建設課 R8～12

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12

再掲 危険物施設の流出防止対策

再掲 毒物及び劇物流出時の応急措置実施

災害防除事業 建設課 R8～12

宅地安全促進事業 都市計画課 R8～12

急傾斜地崩壊対策事業負担金 建設課 R8～12

がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 都市計画課 R8～12

再掲 避難場所、避難所の指定、整備

再掲 都市計画マスタープラン策定事業 都市計画課 R8～9

再掲 都市公園等復旧整備事業 都市計画課 R8～12

再掲 釜石市公園長寿命化対策支援事業 都市計画課 R8～12

再掲 用地対策事業 建設課 R8～12

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12

河川改修等の治水対策

市街地整備

災害に強く信頼性の高い道路ネット
ワークの構築

土砂災害対策施設等の整備、改修

土砂災害危険箇所等の周知、解消

市街地整備

災害に強く信頼性の高い道路ネット
ワークの構築

１－３　異常気象等に
よる広域かつ長期的な
市街地等の浸水

１－４　大規模な土砂
災害等による多数の
死傷者の発生

１　直接死を最大
限防ぐ
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

再掲 橋りょう改修、補強事業 建設課 R8～12

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12

再掲 危険物施設の流出防止対策

再掲 毒物及び劇物流出時の応急措置実施

１－５　情報伝達の不
備・麻痺・長期停止等
の情報伝達機能の低
下や防災意識の低さ
等による避難行動の
遅れ等での多数の死
傷者の発生

再掲 避難場所、避難所の指定、整備

２－１　被災地での食料・
飲料水等、生命に関わる
物資供給の長期停止

再掲
地震、津波、高潮等に備えた釜石港の
耐震強化岸壁整備

緊急離着陸場などの整備

消防受援体制の強化

再掲 用地対策事業 建設課 R8～12

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12

再掲 橋りょう改修、補強事業 建設課 R8～12

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12

非常用発電機の装備

再掲 用地対策事業 建設課 R8～12

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12

再掲 橋りょう改修、補強事業 建設課 R8～12

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12

再掲
地震、津波、高潮等に備えた釜石港の
耐震強化岸壁整備

２　救助・救急、
医療活動等が迅
速に行われるとと
もに、被災者等の
健康・避難生活
環境を確実に確
保することによ
り、関連死を最大
限防ぐ

２－２　多数かつ長期
にわたる孤立集落等
の同時発生

災害に強く信頼性の高い道路ネット
ワークの構築

災害に強く信頼性の高い道路ネット
ワークの構築

災害に強く信頼性の高い道路ネット
ワークの構築

２－３　自衛隊、警察、
消防等の被災・エネル
ギー途絶等による救
助・救急活動の絶対的
不足

１　直接死を最大
限防ぐ

１－４　大規模な土砂
災害等による多数の
死傷者の発生
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

再掲 緊急離着陸場などの整備

再掲 消防受援体制の強化

再掲 用地対策事業 建設課 R8～12

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12

再掲 橋りょう改修、補強事業 建設課 R8～12

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12

再掲
地震、津波、高潮等に備えた釜石港の
耐震強化岸壁整備

再掲 緊急離着陸場などの整備

再掲 非常用発電機の装備

感染症対策の実施

感染症発生予防対策 予防接種事業 健康推進課 R8～12

災害発生時における感染症拡大防止
対策

災害対策本部機能の維持、強化 防災関連システム移設事業 防災危機管理課 R8～12

行政データの保全 市役所電子化推進事業 総務課 R8～12

行政機能維持のための庁舎機能等の
強化

港湾、漁港の耐震・耐津波強化、長寿
命化

生産基盤の災害対応力の強化

再掲 用地対策事業 建設課 R8～12

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12

再掲 橋りょう改修、補強事業 建設課 R8～12

２－３　自衛隊、警察、
消防等の被災・エネル
ギー途絶等による救
助・救急活動の絶対的
不足

２－４　医療・福祉施設
及び関係者の絶対的
不足・被災、支援ルー
トの途絶による医療・
福祉機能等の麻痺

災害に強く信頼性の高い道路ネット
ワークの構築

２－４　医療・福祉施設
及び関係者の絶対的
不足・被災、支援ルー
トの途絶による医療・
福祉機能等の麻痺

２－５　被災地におけ
る感染症等の大規模
発生

３　必要不可欠な
行政機能を確保
する

３－１　行政機関の職
員・施設等の被災によ
る行政機能の大幅な
低下

２　救助・救急、
医療活動等が迅
速に行われるとと
もに、被災者等の
健康・避難生活
環境を確実に確
保することによ
り、関連死を最大
限防ぐ

４－１　サプライチェー
ンの寸断等による企業
活動等の停滞

４　経済活動を機
能不全に陥らせ
ない

災害に強く信頼性の高い道路ネット
ワークの構築
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

再掲
災害に強く信頼性の高い道路ネット
ワークの構築

道路新設改良事業 建設課 R8～12

再掲 漁港施設の機能保全、強化、増進 県営漁港整備負担金 水産農林課 R8～12

再掲
地震、津波、高潮等に備えた釜石港の
耐震強化岸壁整備

再掲 用地対策事業 建設課 R8～12

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12

再掲 橋りょう改修、補強事業 建設課 R8～12

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12

再掲 漁港施設の機能保全、強化、増進 県営漁港整備負担金 水産農林課 R8～12

再掲
地震、津波、高潮等に備えた釜石港の
耐震強化岸壁整備

再掲 生産基盤の災害対応力の強化

５－１　情報通信機能
の長期停止

情報通信利用環境の整備

５－２　電気・石油・ガ
ス等のエネルギー供給
機能の長期停止

再掲 非常用発電機の装備

再掲 用地対策事業 建設課 R8～12

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12

再掲 橋りょう改修、補強事業 建設課 R8～12

再掲 道路新設改良事業 建設課 R8～12

再掲
地震、津波、高潮等に備えた釜石港の
耐震強化岸壁整備

海岸漂着物等の処理

アスベスト粉じんばく露防止対策

再掲 危険物施設の流出防止対策

再掲 毒物及び劇物流出時の応急措置実施

４－２　食料等の安定
供給の停滞

災害に強く信頼性の高い道路ネット
ワークの構築

４－１　サプライチェー
ンの寸断等による企業
活動等の停滞

４　経済活動を機
能不全に陥らせ
ない

災害に強く信頼性の高い道路ネット
ワークの構築

６－１　災害廃棄物等
の処理の停滞により復
旧・復興が大幅に遅れ
る事態

５　情報通信サー
ビス、電力等ライ
フライン、燃料供
給関連施設、交
通ネットワーク等
の被害を最小限
にとどめるととも
に、早期に復旧さ
せる

６　社会・経済が
迅速かつ従前よ
り強靱な姿で復
興できる条件を
整備する

５－４　市外との基幹
交通及び地域交通ネッ
トワークの機能停止
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

復旧、復興計画等策定の事前準備

再掲 生産基盤の災害対応力の強化

歴史はっけん事業 文化財課 R8～12

橋野高炉跡整備事業 文化財課 R8～12

屋形貝塚保存活用事業 文化財課 R8～12

文化財保護事業 文化財課 R8～12

地籍調査の実施 地籍調査事業 国土調査推進室 R8～12

再掲 復旧、復興計画等策定の事前準備

横断的分野　：　Ⅱ　老朽化対策

釜石市公営住宅解体事業 都市計画課 R8～12

職員住宅解体事業 総務課 R8～12

旧橋野小中学校解体事業 財政課管財係 R9～10

旧ふれあい交流センター清風園解体事業 地域包括ケア推進課 R10～11

消防団車両等購入事業 消防課 R8～12

消防屯所・コミュニティ消防センター整備事業 消防課 R8～12

消防車両等購入事業
釜石大槌地区行政事務組合
消防本部　総務課

R8～12

いわて消防指令センター・消防救急デ
ジタル無線の更新整備及び維持管理

いわて消防指令センター・消防救急デジタル無線更
新整備事業

釜石大槌地区行政事務組合
消防本部　総務課

R8～12

木造住宅耐震支援事業 都市計画課 R8～12

新庁舎建設事業 新市庁舎建設推進室 R8

新庁舎整備検討支援事業 新市庁舎建設推進室 R8

釜石市公営住宅等長寿命化事業 都市計画課 R8～12

集会所改修事業 生活環境課 R8～12

６－２　復旧・復興を担
う人材の絶対的不足に
より復旧・復興が大幅
に遅れる事態

６－３　地域コミュニ
ティの崩壊等により復
旧・復興が大幅に遅れ
る事態

文化財の保存と活用

６　社会・経済が
迅速かつ従前よ
り強靱な姿で復
興できる条件を
整備する

１－１　地震等による
建築物等の大規模倒
壊や火災による死傷
者の発生（二次災害を
含む）

１　直接死を最大
限防ぐ

公共施設等の適切な維持管理

消防防災設備の整備

住宅、学校等建築物の耐震化

公共施設等の耐震化、老朽化対策
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

新庁舎周辺道路整備事業 新市庁舎建設推進室 R8

釜石高等職業訓練校改修事業 商工観光課 R8～12

学校環境整備事業 教育委員会総務課 R8～12

住宅安全安心リフォーム工事助成事業 都市計画課 R8～12

高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 都市計画課 R8～12

　 生活環境課 R8～12

避難場所、避難所の指定、整備 学校空調整備事業 教育委員会総務課 R8～12

再掲 病院・社会福祉施設等の耐震化 保育施設改修補助事業 こども家庭課 R8～12

道路施設の長寿命化の推進 橋梁の維持管理 建設課 R8～12

防潮堤、海岸施設等の長寿命化

再掲 道路施設の長寿命化の推進 橋梁の維持管理 建設課 R8～12

１－３　異常気象等によ
る広域かつ長期的な市
街地等の浸水

再掲 道路施設の長寿命化の推進 橋梁の維持管理 建設課 R8～12

１－４　大規模な土砂災
害等による多数の死傷
者の発生

再掲 道路施設の長寿命化の推進 橋梁の維持管理 建設課 R8～12

１－５　情報伝達の不備・
麻痺・長期停止等の情報
伝達機能の低下や防災
意識の低さ等による避難
行動の遅れ等での多数
の死傷者の発生

災害に備えた情報通信設備の整備

車両購入費 水道事業所 R8～12

水道管更新事業 水道事業所 R8～12

水道施設更新事業 水道事業所 R8～12

水道施設台帳整備事業 水道事業所 R8～12

２－１　被災地での食
料・飲料水等、生命に
関わる物資供給の長
期停止

２　救助・救急、
医療活動等が迅
速に行われるとと
もに、被災者等の
健康・避難生活
環境を確実に確
保することによ
り、関連死を最大
限防ぐ

１　直接死を最大
限防ぐ

１－１　地震等による
建築物等の大規模倒
壊や火災による死傷
者の発生（二次災害を
含む）

１－２　大規模津波等
による多数の死傷者
の発生

上下水道施設の老朽化対策及び防災
機能の強化

公共施設等の耐震化、老朽化対策
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

災害復旧整備事業 水道事業所 R8～12

公共下水道事業（ポンプ場改築更新） 大平下水処理センター R8～12

公共下水道事業（処理場改築更新） 大平下水処理センター R8～12

公共下水道事業（ストックマネジメント、耐水化計
画）

下水道課
大平下水処理センター

R8～12

公共下水道事業（汚水管改築更新） 下水道課 R8～12

公共下水道事業(雨水管改築更新・浸水対策) 下水道課 R8～12

再掲 道路施設の長寿命化の推進 橋梁の維持管理 建設課 R8～12

再掲 公園施設の長寿命化の推進

再掲
いわて消防指令センター・消防救急デ
ジタル無線の更新整備及び維持管理

いわて消防指令センター・消防救急デジタル無線更
新整備事業

釜石大槌地区行政事務組合
消防本部　総務課

R8～12

再掲 道路施設の長寿命化の推進 橋梁の維持管理 建設課 R8～12

再掲 病院・社会福祉施設等の耐震化 保育施設改修補助事業 こども家庭課 R8～12

再掲 道路施設の長寿命化の推進 橋梁の維持管理 建設課 R8～12

再掲 釜石市公営住宅解体事業 都市計画課 R8～12

再掲 職員住宅解体事業 総務課 R8～12

再掲 旧橋野小中学校解体事業 財政課管財係 R9～10

再掲 旧ふれあい交流センター清風園解体事業 地域包括ケア推進課 R10～11

再掲 災害に備えた情報通信設備の整備

４－１　サプライチェーン
の寸断等による企業活
動等の停滞

再掲 道路施設の長寿命化の推進 橋梁の維持管理 建設課 R8～12

４－２　食料等の安定
供給の停滞

再掲 道路施設の長寿命化の推進 橋梁の維持管理 建設課 R8～12

３　必要不可欠な
行政機能を確保
する

３－１　行政機関の職
員・施設等の被災によ
る行政機能の大幅な
低下

４　経済活動を機
能不全に陥らせ
ない

２－１　被災地での食
料・飲料水等、生命に
関わる物資供給の長
期停止

２　救助・救急、
医療活動等が迅
速に行われるとと
もに、被災者等の
健康・避難生活
環境を確実に確
保することによ
り、関連死を最大
限防ぐ

上下水道施設の老朽化対策及び防災
機能の強化

公共施設等の適切な維持管理

２－３　自衛隊、警察、消
防等の被災・エネルギー
途絶等による救助・救急
活動の絶対的不足

２－４　医療・福祉施設
及び関係者の絶対的
不足・被災、支援ルー
トの途絶による医療・
福祉機能等の麻痺

２－２　多数かつ長期
にわたる孤立集落等
の同時発生
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

再掲 車両購入費 水道事業所 R8～12

再掲 水道管更新事業 水道事業所 R8～12

再掲 水道施設更新事業 水道事業所 R8～12

再掲 水道施設台帳整備事業 水道事業所 R8～12

再掲 災害復旧整備事業 水道事業所 R8～12

再掲 公共下水道事業（ポンプ場改築更新） 大平下水処理センター R8～12

再掲 公共下水道事業（処理場改築更新） 大平下水処理センター R8～12

再掲
公共下水道事業（ストックマネジメント、耐水化計
画）

下水道課
大平下水処理センター

R8～12

再掲 公共下水道事業（汚水管改築更新） 下水道課 R8～12

再掲 公共下水道事業(雨水管改築更新・浸水対策) 下水道課 R8～12

５－４　市外との基幹交
通及び地域交通ネット
ワークの機能停止

再掲 道路施設の長寿命化の推進 橋梁の維持管理 建設課 R8～12

横断的分野　：　Ⅲ　人口減少・少子高齢化対策

避難行動の支援 避難行動要支援者避難支援対策事業 地域福祉課 R8～12

空家等対策 空家等対策推進事業 生活環境課 R8～12

１－２　大規模津波等
による多数の死傷者
の発生

再掲 避難行動の支援 避難行動要支援者避難支援対策事業 地域福祉課 R8～12

１－３　異常気象等によ
る広域かつ長期的な市
街地等の浸水

再掲 避難行動の支援

１－４　大規模な土砂災
害等による多数の死傷
者の発生

再掲 避難行動の支援

５－３　上下水道等の
長時間にわたる供給
停止５　情報通信サー

ビス、電力等ライ
フライン、燃料供
給関連施設、交
通ネットワーク等
の被害を最小限
にとどめるととも
に、早期に復旧さ
せる

１　直接死を最大
限防ぐ

上下水道施設の老朽化対策及び防災
機能の強化

１－１　地震等による建
築物等の大規模倒壊や
火災による死傷者の発
生（二次災害を含む）
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

地域コミュニティ力の強化

再掲 避難行動の支援

６　社会・経済が
迅速かつ従前よ
り強靱な姿で復
興できる条件を
整備する

６－３　地域コミュニティ
の崩壊等により復旧・復
興が大幅に遅れる事態

再掲 地域コミュニティ力の強化

横断的分野　：　Ⅳ　人材育成

１－２　大規模津波等
による多数の死傷者
の発生

ハザードマップの作成、周知 洪水、土砂災害ハザードマップ作成事業 防災危機管理課 R8～12

１－３　異常気象等に
よる広域かつ長期的な
市街地等の浸水

再掲 ハザードマップの作成、周知 洪水、土砂災害ハザードマップ作成事業 防災危機管理課 R8～12

１－４　大規模な土砂
災害等による多数の
死傷者の発生

再掲 ハザードマップの作成、周知 洪水、土砂災害ハザードマップ作成事業 防災危機管理課 R8～12

防災教育の実施・推進及び地域防災
力の強化

防災士養成研修講座事業 防災危機管理課 R8～12

防災訓練の実施・推進

再掲 ハザードマップの作成、周知 洪水、土砂災害ハザードマップ作成事業 防災危機管理課 R8～12

２　救助・救急、医療
活動等が迅速に行わ
れるとともに、被災者
等の健康・避難生活
環境を確実に確保す
ることにより、関連死
を最大限防ぐ

２－１　被災地での食料・飲
料水等、生命に関わる物資
供給の長期停止

住民等への備蓄の啓発

横断的分野　：　Ⅴ　官民連携

消防団等活動運営費 消防課 R8～12

幼少年消防クラブ活動運営費 消防課 R8～12

消防車両等維持管理費 消防課 R8～12

消防屯所等維持管理費 消防課 R8～12

治山事業の推進 林道等維持補修費 水産農林課 R8～12

適切な森林整備の推進 林業用施設長寿命化事業 水産農林課 R8～12

１　直接死を最大
限防ぐ

１　直接死を最大
限防ぐ

１－３　異常気象等に
よる広域かつ長期的な
市街地等の浸水

１　直接死を最大
限防ぐ

１－５　情報伝達の不備・麻
痺・長期停止等の情報伝達
機能の低下や防災意識の
低さ等による避難行動の遅
れ等での多数の死傷者の
発生

消防団等の災害対応力強化

１－５　情報伝達の不備・麻
痺・長期停止等の情報伝達
機能の低下や防災意識の
低さ等による避難行動の遅
れ等での多数の死傷者の
発生

１－１　地震等による
建築物等の大規模倒
壊や火災による死傷
者の発生（二次災害を
含む）

25



事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

森林病害虫等防除緊急対策事業 水産農林課 R8～12

森林経営管理事業 水産農林課 R8～12

自動車専用道路管理費 水産農林課 R8～12

令和元年台風検証事業 水産農林課 R8～12

再掲 治山事業の推進 林道等維持補修費 水産農林課 R8～12

再掲 林業用施設長寿命化事業 水産農林課 R8～12

再掲 森林病害虫等防除緊急対策事業 水産農林課 R8～12

再掲 森林経営管理事業 水産農林課 R8～12

再掲 自動車専用道路管理費 水産農林課 R8～12

再掲 令和元年台風検証事業 水産農林課 R8～12

災害発生時における市民等への情報
伝達手段の強化

防災関連システム移設事業 防災危機管理課 R8

情報通信利用環境の整備及び冗長化 防災行政無線整備事業 防災危機管理課 R8～12

情報連絡体制の強化

食料・燃料、資機材の確保

ライフラインの災害対応力強化

応急給水の確保に係る連携体制の整
備

物資の輸送機能の維持、確保 釜石港振興事業 企業立地港湾課 R8～12

２－２　多数かつ長期に
わたる孤立集落等の同
時発生

広域連携体制の確保

再生可能エネルギーの導入促進
再生可能エネルギー推進事業、脱炭素先行地域づ
くり事業

企業立地港湾課 R8～11

エネルギー供給体制の強化

エネルギー供給事業者の業務継続計
画策定の普及、啓発

１－４　大規模な土砂
災害等による多数の
死傷者の発生

１　直接死を最大
限防ぐ

１－３　異常気象等に
よる広域かつ長期的な
市街地等の浸水

森林等の荒廃抑制

適切な森林整備の推進

森林等の荒廃抑制

１－５　情報伝達の不備・麻
痺・長期停止等の情報伝達
機能の低下や防災意識の
低さ等による避難行動の遅
れ等での多数の死傷者の
発生

２－１　被災地での食
料・飲料水等、生命に
関わる物資供給の長
期停止

適切な森林整備の推進

２－３　自衛隊、警察、
消防等の被災・エネル
ギー途絶等による救
助・救急活動の絶対的
不足

２　救助・救急、
医療活動等が迅
速に行われるとと
もに、被災者等の
健康・避難生活
環境を確実に確
保することによ
り、関連死を最大
限防ぐ
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

エネルギー供給事業者との連携

再掲 消防団等活動運営費 消防課 R8～12

再掲 幼少年消防クラブ活動運営費 消防課 R8～12

再掲 消防車両等維持管理費 消防課 R8～12

再掲 消防屯所等維持管理費 消防課 R8～12

再掲 情報連絡体制の強化

再掲 食料・燃料、資機材の確保

再掲 ライフラインの災害対応力強化

再掲 広域連携体制の確保

業務継続体制の整備

地域医療体制維持支援事業 健康推進課 R8～12

救急医療対策事業 健康推進課 R8～12

医師確保対策事業 健康推進課 R8～12

医療・福祉等人材確保対策事業 健康推進課 R8～12

地域医療DX推進事業 健康推進課 R8～12

医師志望学生等応援事業 健康推進課 R8～12

在宅医療・介護連携推進事業 地域包括ケア推進課 R8～12

地域ケア会議推進事業 地域包括支援センター R8～12

外国人への支援

再掲 情報連絡体制の強化

再掲 食料・燃料、資機材の確保

再掲 ライフラインの災害対応力強化

再掲 広域連携体制の確保

２　救助・救急、
医療活動等が迅
速に行われるとと
もに、被災者等の
健康・避難生活
環境を確実に確
保することによ
り、関連死を最大
限防ぐ

医療体制の強化

２－３　自衛隊、警察、
消防等の被災・エネル
ギー途絶等による救
助・救急活動の絶対的
不足

医療、保健、福祉の連携強化

２－４　医療・福祉施設
及び関係者の絶対的
不足・被災、支援ルー
トの途絶による医療・
福祉機能等の麻痺

消防団等の災害対応力強化
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

感染症発生予防対策 予防接種事業 健康推進課 R8～12

災害発生時における感染症拡大防止
対策

再掲 食料・燃料、資機材の確保

再掲 地域医療体制維持支援事業 健康推進課 R8～12

再掲 救急医療対策事業 健康推進課 R8～12

再掲 医師確保対策事業 健康推進課 R8～12

再掲 医療・福祉等人材確保対策事業 健康推進課 R8～12

再掲 地域医療DX推進事業 健康推進課 R8～12

再掲 医師志望学生等応援事業 健康推進課 R8～12

業務継続計画の策定

再掲 情報通信利用環境の整備及び冗長化 防災行政無線整備事業 防災危機管理課 R8～12

再掲 情報連絡体制の強化

再掲 広域連携体制の確保

風評被害の防止

企業の業務継続計画策定の普及、啓
発

被災企業等への支援

再掲 物資の輸送機能の維持、確保 釜石港振興事業 企業立地港湾課 R8～12

再掲 再生可能エネルギーの導入促進
再生可能エネルギー推進事業、脱炭素先行地域づ
くり事業

企業立地港湾課 R8～11

再掲 業務継続体制の整備

さかなのまち活性化事業 水産農林課 R8～12

漁業就業者育成支援事業 水産農林課 R8～12

いわてニューファーマー支援事業 水産農林課 R8～10

釜石型農業活性化事業 水産農林課 R8

２－５　被災地におけ
る感染症等の大規模
発生

３　必要不可欠な
行政機能を確保
する

３－１　行政機関の職
員・施設等の被災によ
る行政機能の大幅な
低下

農林水産業者への支援

２　救助・救急、
医療活動等が迅
速に行われるとと
もに、被災者等の
健康・避難生活
環境を確実に確
保することによ
り、関連死を最大
限防ぐ

４－２　食料等の安定
供給の停滞

４　経済活動を機
能不全に陥らせ
ない

医療体制の強化

４－１　サプライチェー
ンの寸断等による企業
活動等の停滞
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

再掲 物資の輸送機能の維持、確保 釜石港振興事業 企業立地港湾課 R8～12

再掲 被災企業等への支援

農地浸食防止対策の推進 農道・農業用施設等維持補修費 水産農林課 R8～12

釜石市農畜産業振興総合支援事業 水産農林課 R8～12

観光農園設置事業 水産農林課 R8～12

市民農園設置事業 水産農林課 R8～12

再掲 治山事業の推進 林道等維持補修費 水産農林課 R8～12

再掲 林業用施設長寿命化事業 水産農林課 R8～12

再掲 森林病害虫等防除緊急対策事業 水産農林課 R8～12

再掲 森林経営管理事業 水産農林課 R8～12

再掲 自動車専用道路管理費 水産農林課 R8～12

再掲 令和元年台風検証事業 水産農林課 R8～12

再掲 さかなのまち活性化事業 水産農林課 R8～12

再掲 漁業就業者育成支援事業 水産農林課 R8～12

再掲 いわてニューファーマー支援事業 水産農林課 R8～10

再掲 釜石型農業活性化事業 水産農林課 R8

ライフライン復旧体制の強化

再掲 ライフラインの災害対応力強化

再掲 再生可能エネルギーの導入促進
再生可能エネルギー推進事業、脱炭素先行地域づ
くり事業

企業立地港湾課 R8～11

再掲 エネルギー供給体制の強化

再掲
エネルギー供給事業者の業務継続計
画策定の普及、啓発

再掲 エネルギー供給事業者との連携

農林水産業者への支援

農地の荒廃抑制

適切な森林整備の推進

森林等の荒廃抑制

４－３　農地・森林等の
荒廃による被害の拡
大

４－２　食料等の安定
供給の停滞

４　経済活動を機
能不全に陥らせ
ない

５－２　電気・石油・ガ
ス等のエネルギー供給
機能の長期停止

５　情報通信サー
ビス、電力等ライ
フライン、燃料供
給関連施設、交
通ネットワーク等
の被害を最小限
にとどめるととも
に、早期に復旧さ
せる
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

再掲
企業の業務継続計画策定の普及、啓
発

再掲 被災企業等への支援

上下水道の復旧体制の強化

し尿等廃棄物の処理体制の整備

再掲 ライフラインの災害対応力強化

再掲
応急給水の確保に係る連携体制の整
備

再掲
企業の業務継続計画策定の普及、啓
発

 被災企業等への支援

再掲 ライフライン復旧体制の強化

地域公共交通対策経費 生活環境課 R8～12

支線部バス運行事業 生活環境課 R8～12

三陸鉄道運営支援事業 生活環境課 R8～12

道路警戒体制の整備

海上輸送体制の強化

災害発生時の公共交通ネットワークの
確保

再掲 物資の輸送機能の維持、確保 釜石港振興事業 企業立地港湾課 R8～12

再掲
企業の業務継続計画策定の普及、啓
発

再掲 被災企業等への支援

資源分別作業所維持管理（ホイールローダ購入費） 生活環境課 R8～12

リサイクル推進事業（塵芥車購入） 生活環境課 R8～12

再掲 し尿等廃棄物の処理体制の整備

６－１　災害廃棄物等
の処理の停滞により復
旧・復興が大幅に遅れ
る事態

災害廃棄物の処理体制の整備

５－４　市外との基幹
交通及び地域交通ネッ
トワークの機能停止

基幹的な交通ルートの確保

６　社会・経済が
迅速かつ従前よ
り強靱な姿で復
興できる条件を
整備する

５　情報通信サー
ビス、電力等ライ
フライン、燃料供
給関連施設、交
通ネットワーク等
の被害を最小限
にとどめるととも
に、早期に復旧さ
せる

５－２　電気・石油・ガ
ス等のエネルギー供給
機能の長期停止

５－３　上下水道等の
長時間にわたる供給
停止
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事前に備える
べき目標

起きてはならない
最悪の事態

再掲
事態を回避するための

施策の名称
事業名 担当課 事業年度 横断分野

ボランティア受入れ体制の整備

受援体制の整備

復旧、復興を担う人材等の育成

再掲
企業の業務継続計画策定の普及、啓
発

再掲 被災企業等への支援

社会秩序の維持

再掲 在宅医療・介護連携推進事業 地域包括ケア推進課 R8～12

再掲 地域ケア会議推進事業 地域包括支援センター R8～12

再掲 地域公共交通対策経費 生活環境課 R8～12

再掲 支線部バス運行事業 生活環境課 R8～12

再掲 三陸鉄道運営支援事業 生活環境課 R8～12

横断的分野　：　Ⅵ　デジタル活用

２　救助・救急、
医療活動等が迅
速に行われるとと
もに、被災者等の
健康・避難生活
環境を確実に確
保することによ
り、関連死を最大
限防ぐ

２－４　医療・福祉施設
及び関係者の絶対的
不足・被災、支援ルー
トの途絶による医療・
福祉機能等の麻痺

医療体制の強化 地域医療DX推進事業 健康推進課 R8～12

６－２　復旧・復興を担
う人材の絶対的不足に
より復旧・復興が大幅
に遅れる事態

医療、保健、福祉の連携強化

基幹的な交通ルートの確保

６－３　地域コミュニ
ティの崩壊等により復
旧・復興が大幅に遅れ
る事態

６　社会・経済が
迅速かつ従前よ
り強靱な姿で復
興できる条件を
整備する
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